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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2001-109009(P2001-109009A)
【公開日】平成13年4月20日(2001.4.20)
【出願番号】特願平11-330595
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/1343   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1337   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ   1/1343  　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  ５００　
   Ｇ０２Ｆ   1/1337  　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月17日(2008.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】第１電極を含む第１基板と、
　第２電極を含む第２基板と、
　前記第１基板と第２基板との間に注入されている液晶物質とを含む液晶表示装置におい
て、
　前記第１電極は、第１領域を区切る部分を含み、
　前記第２電極は、第２領域を区切る部分を含み、
　前記第２領域を区切る部分は、上部、中間部、及び下部を含み、
　前記上部は、第１本体部、前記第１電極の第１辺に沿って前記第１本体部から延びてい
る第１突出部、及び、前記第１電極の第２辺に沿って前記第１本体部から延びている第２
突出部を含み、
　前記下部は第２本体部を含む、液晶表示装置。
　　【請求項２】前記第１電極の第１辺は第２辺に対して垂直であり、前記第１本体部は
前記第１辺から前記第２辺に延びている、請求項１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３】前記第１電極の第１辺は第２辺より短く、前記第１本体部は前記第１辺
から前記第２辺に延びている、請求項１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項４】前記下部は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第２本体部から斜めに
延びている第３突出部を含む、請求項３に記載の液晶表示装置。
　　【請求項５】前記下部は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第２本体部に対して斜
めに延びている第３突出部を含む、請求項１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項６】前記下部は、前記第１突出部に対しては実質的に平行に、かつ前記第２
本体部に対しては斜めに延びている第３突出部を含む、請求項１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項７】前記第１領域を区切る部分と前記第２領域を区切る部分とは一つの画素
領域に含まれ、少なくとも一方は、隣接する画素領域に含まれている前記第１領域を区切
る部分又は前記第２領域を区切る部分から分離されている、請求項１に記載の液晶表示装
置。
　　【請求項８】前記上部と前記下部とは互いに対称である、請求項１に記載の液晶表示
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装置。
　　【請求項９】前記第１領域を区切る部分と前記第２領域を区切る部分とは突起又は開
口部を含む、請求項１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１０】前記第１領域を区切る部分は開口部を含み、前記第２領域を区切る部
分は突起を含む、請求項９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１１】前記中間部は、前記第１辺に対して実質的に平行に延びている幹部、
及び前記幹部から延びている第１枝部と第２枝部とを含む、請求項１に記載の液晶表示装
置。
　　【請求項１２】前記中間部は、前記第１電極の第１辺に対して実質的に垂直な第３辺
に沿って前記第１枝部の端から斜めに延びている第１枝端部と、前記第３辺に沿って前記
第２枝部の端から斜めに延びている第２枝端部とを含む、請求項１１に記載の液晶表示装
置。
　　【請求項１３】前記中間部は一つの画素領域に含まれ、隣接する画素領域に含まれて
いる前記第２領域を区切る部分から分離されている、請求項１２に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１４】第１電極を含む第１基板と、
　第２電極を含む第２基板と、
　前記第１基板と第２基板との間に注入されている液晶物質とを含む液晶表示装置におい
て、
　前記第１電極は、第１領域を区切る部分を含み、
　前記第２電極は、第２領域を区切る部分を含み、
　前記第２領域を区切る部分は、幹部、前記幹部から延びている第１枝部と第２枝部、前
記第１枝部の端から延びている第１枝端部、及び、前記第２枝部の端から延びている第２
枝端部、を含み、
　前記第１領域を区切る部分は、前記第２領域を区切る部分の幹部に対して実質的に平行
に延びている幹部を含む、
液晶表示装置。
　　【請求項１５】前記第１枝端部は、前記第１電極の第１辺に対して実質的に垂直な第
２辺に沿って前記第１枝部に対して斜めに延び、前記第２枝端部は前記第２辺に沿って前
記第２枝部に対して斜めに延びている、請求項１４に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１６】前記第２領域を区切る部分の幹部、第１枝部、第２枝部、第１枝端部
、及び第２枝端部は一つの画素領域に含まれ、隣接する画素領域に含まれる前記第２領域
を区切る部分から分離されている、請求項１４に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１７】前記第１領域を区切る部分と前記第２領域を区切る部分とは突起又は
開口部を含む、請求項１４に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１８】前記第１領域を区切る部分は開口部を含み、前記第２領域を区切る部
分は突起を含む、請求項１７に記載の液晶表示装置。
　　【請求項１９】前記第２領域を区切る部分は、第１本体部、第２本体部、前記第１電
極の第１辺に沿って前記第１本体部から斜めに延びている第１突出部、及び第２突出部を
含む、請求項１４に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２０】前記第１本体部は、前記第１電極の第１辺から、前記第１辺に対して
実質的に垂直な前記第１電極の第２辺に延びている、請求項１９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２１】前記第１本体部は、前記第１電極の第１辺から、前記第１辺より短い
前記第１電極の第２辺に延びている、請求項１９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２２】前記第２突出部は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第１本体部か
ら斜めに延びている、請求項１９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２３】前記第２領域を区切る部分は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第
２本体部から斜めに延びている第３突出部を含む、請求項２２に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２４】前記第２領域を区切る部分は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第
２本体部から斜めに延びている第３突出部を含む、請求項１９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２５】前記第１電極の第３辺は前記第１辺に対向している、請求項２４に記
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載の液晶表示装置。
　　【請求項２６】前記第２領域を区切る部分は、前記第２本体部から、前記第１突出部
に対しては実質的に平行に、かつ前記第２本体部に対しては斜めに延びている第４突出部
を含む、請求項１９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２７】前記第１本体部と前記第２本体部とは互いに対称である、請求項１９
に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２８】前記第１本体部と前記第２本体部とは一つの画素領域に含まれ、隣接
する画素領域に含まれている前記第２領域を区切る部分から分離されている、請求項１９
に記載の液晶表示装置。
　　【請求項２９】第１電極を含む第１基板と、
　第２電極を含む第２基板と、
　前記第１基板と第２基板との間に注入されている液晶物質とを含む液晶表示装置におい
て、
　前記第１電極は、第１領域を区切る部分を含み、
　前記第２電極は、第２領域を区切る部分を含み、
　前記第１領域を区切る部分は第１幹部を含み、
　前記第２領域を区切る部分は、第２幹部、第１本体部、及び、前記第１電極の第１辺に
沿って前記第１本体部から斜めに延びている第１突出部を含み、
　前記第１幹部と前記第２幹部とは前記第１電極の第１辺に対して実質的に平行であり、
　前記第２幹部が前記第１基板の上に投影されたとき、前記第２幹部の少なくとも一部が
前記第１幹部の一部に重なっている、
液晶表示装置。
　　【請求項３０】前記第１領域を区切る部分と前記第２領域を区切る部分とは一つの画
素領域に含まれ、隣接する画素領域に含まれる前記第１領域を区切る部分と前記第２領域
を区切る部分とのそれぞれから分離されている、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３１】前記第２領域を区切る部分は、前記第２幹部から延びている第１枝部
と第２枝部、前記第１枝部の端から延びている第１枝端部、及び、前記第２枝部の端から
延びている第２枝端部を含む、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３２】前記第１枝端部は、前記第１電極の第１辺に対して実質的に垂直な第
２辺に沿って前記第１枝部に対して斜めに延び、前記第２枝端部は前記第２辺に沿って前
記第２枝部に対して斜めに延びている、請求項３１に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３３】前記第１領域を区切る部分と前記第２領域を区切る部分とは突起又は
開口部を含む、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３４】前記第１領域を区切る部分は開口部を含み、前記第２領域を区切る部
分は突起を含む、請求項３３に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３５】前記第１本体部は、前記第１電極の第１辺から、前記第１辺に対して
実質的に垂直な前記第１電極の第２辺に延びている、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３６】前記第１本体部は、前記第１電極の第１辺から、前記第１辺より短い
前記第１電極の第２辺に延びている、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３７】前記第２領域を区切る部分は、前記第１電極の第２辺に沿って前記第
１本体部から斜めに延びている第２突出部を含む、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項３８】前記第２領域を区切る部分は、第２本体部、及び、前記第１電極の第
２辺に沿って前記第２本体部から斜めに延びている第３突出部を含む、請求項３７に記載
の液晶表示装置。
　　【請求項３９】前記第１突出部と前記第２突出部とは少なくとも一部で前記第１電極
の端部に重なっている、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項４０】前記第２領域を区切る部分は、第２本体部、及び、前記第１電極の第
２辺に沿って前記第２本体部から斜めに延びている第３突出部を含む、請求項２９に記載
の液晶表示装置。
　　【請求項４１】前記第２領域を区切る部分は、第２本体部、及び、前記第２本体部か
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ら、前記第１突出部に対しては実質的に平行に、かつ前記第２本体部に対しては斜めに延
びている第４突出部を含む、請求項２９に記載の液晶表示装置。
　　【請求項４２】前記第１本体部と前記第２本体部とは一つの画素領域に含まれ、隣接
する画素領域に含まれている前記第２領域を区切る部分から分離されている、請求項４１
に記載の液晶表示装置。
　　【請求項４３】前記第１幹部と前記第２幹部とは少なくとも一部で重なっている、請
求項２９に記載の液晶表示装置。
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